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刑事訴訟に関する費用は補償されません。

　公務員である教職員の場合、職務上の本人の過
失などによって他人に損害を与えた場合には、民
法の特別法である国家賠償法によって国または地
方自治体が賠償責任を負うことになっており、教
職員個人に故意・重大な過失がなければ、個人が
法律上の損害賠償責任を負う事はありません。
　しかしながら、損害賠償請求訴訟においては、自
治体のみならず「教職員個人」も訴えられるケース
が多く見られます。
　一旦訴訟となると、「重大な過失や故意の認定を
含めた職員の賠償責任の有無」については、「裁判
の結果」において確定されることとなるため、「個
人負担となる弁護士費用等の争訟費用の負担に備
えるための保険制度」として、2008年4月より
制度導入しています。
　万一の事態に備えた「公務員訴訟対応保険」の
ご加入をぜひおすすめいたします。

民事訴訟

住民訴訟

民事訴訟

住民訴訟

いずれにも対応！  いずれにも対応！  いずれにも対応！  

●この文書は、公務員賠償責任保険の概要をご案内するものです。詳しくは、取扱代理店もしくは引受保険会社までお問合わせください。

■この保険は一般財団法人 兵庫県学校厚生会を保険契約者とし、兵庫県下の公立学校の教職員（現職会員）を加入者とする公務員賠償責任保険の団体契約です。

公務に起因して職員個人が訴訟に
巻き込まれる事態を守る制度です！

一 般 財 団 法 人

公務員（教職員）訴訟対応保険の特長
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3月 4月 5月 6月
●保険料払込方法：

申し込み
毎月末日締切

補償開始
1日から

保険料給与引去り
1回目

例

自動継続方式について：
　
変更・脱退の場合：

●加  入  対  象  者：

●加入申込票提出先：

兵庫県学校厚生会の現職会員で、兵庫県内の公立学校に勤務する教職員の方

教職員としての業務（公務）に起因して、第三者より損害賠償請求がなされたことにより教職員個人が負担する損害
（争訟費用等）を補償します。
教職員個人に重大な過失等があるとして、裁判の結果、教職員個人に賠償金の支払いが命じられた場合や、自治体等から
職員個人に損害賠償金の求償を提訴された場合、損害賠償金を補償します。
※故意・重大な過失の場合は、法令違反の認識など保険金をお支払いできない場合に該当しないことがお支払いの条件になります。

教職員としての業務（公務）に起因して、例えば、園児、児童、生徒および学生の身体に障害が発生し、その原因が教職員に
あると客観的に認められたとき、園児、児童、生徒および学生に対する見舞金など緊急的な対応に要した費用をお支払い
します。（初期対応費用 　ページご参照）
保険加入をしていた在職中の行為に対して、退職後に損害賠償請求された場合であっても、満期日（2026年4月1日午後4時）
以降5年間の損害賠償請求については、お支払いの対象となります。（年度末まで継続してご加入された場合に限ります）
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弁護士費用等の争訟費用を先払いすることができ、裁判所に提出する意見書や鑑定書の作成費用等の訴訟対応費用もお支払い
します。（引受保険会社の事前の同意が必要となります）

5

教職員同士の損害賠償についてもお支払いの対象となります。6

セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの損害賠償請求等にも対応します。7

2025年4月1日午後4時から1年間

学校厚生会にご提出ください。
特にお申し出のない場合、前年度と同内容にてご継続とさせていただきますので、加入申込票のご提出は不要です。
 2025年度の契約は2026年4月に継続いたします。
継続時に加入申込票へ変更内容を記入し、ご署名のうえ、ご提出ください。
また、脱退については加入申込票に「継続しない」に○のうえ、ご提出ください。

●中途加入の場合： 毎月末までに学校厚生会で受付したものは、翌月1日から補償が開始され、2026年4月1日午後4時に終了します。

給与引去り（申込月の3か月後から給与引去り開始）

●保　険　期　間 
  （ご 契 約 期 間）：

　



（原告勝訴）
教職員敗訴
（原告勝訴）
教職員敗訴 和　解和　解

（原告敗訴）
教職員勝訴
（原告敗訴）
教職員勝訴

ご自身を万一のトラブルから守るために

主な訴訟事例

化学の実験中、教師の不
注意により爆発が発生
し、ケガをした生徒の視
力が低下したとして損
害賠償請求がなされた。

民事訴訟 ①
部活の練習中、生徒が体調不良を訴
えたが、担当教師が適切な処置を行
わなかった為、熱射病で死亡。学校
設置者である自治体に加え、部活顧
問にも損害賠償請求がなされた。

民事訴訟 ②
生徒の個人情報を
誤って開示した為、
プライバシーを侵害
されたとして訴訟
を提起された。

民事訴訟 ③
校長懇親会開催のため支出
した経費の返還を求める住
民訴訟が提起された。裁判
では校長側が勝訴したが、
訴訟費用の負担が生じた。

住民訴訟
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教職員（保険加入者）を原因とする事故が発生教職員（保険加入者）を原因とする事故が発生教職員（保険加入者）を原因とする事故が発生教職員（保険加入者）を原因とする事故が発生

裁判所による審理裁判所による審理

民事訴訟の流れと保険金支払い　　　　　　　　　　　　　（イメージ図）

「損害賠償保険金」をお支払いします「損害賠償保険金」をお支払いします

示 談

〈具体例〉園児・児童・生徒および学生等※がケガをした場合

民事訴訟 園児、児童、生徒および学生等※の保護者
などから教職員個人に対する賠償請求（ ）

（注4）

実際のお支払いについては、保険金のお支払い対象事案ごとに、保険加入者に法律上の損害賠償責任の有無および
免責事項（保険金をお支払いできない場合）に該当するか否か等を個別に判断の上、決定いたします。

「初期対応費用保険金」
（見舞金など）をお支払いします
「初期対応費用保険金」
（見舞金など）をお支払いします

（注1）（注1）

一般に、教職員が起こす事故の場合、国家賠償法により自治体等
が賠償義務を負い、故意や重大な過失を除き、教職員個人が賠
償義務を負うことはありません。
　（教職員の過失による事故の場合、教職員個人に法律上の損
害賠償責任は発生しないこととなります。）
　「故意・重大な過失の有無」は、「裁判所での判決」や「自治
体等から教職員個人への求償」等を経て確定されるケースが一
般的です。このため、「当事者間での示談」で保険金が支払われ
るケースは、過去の判例等から「明らかに教職員個人に賠償責
任がある（故意や重大な過失がある）」と引受保険会社が認定
できる場合に限ります。（ただし、法令違反等の保険金をお支払
いできない場合に該当しない事が条件となります。）

＜訴訟に至らない賠償請求（当事者間での示談）について＞「争訟費用保険金」（注2）「訴訟対応費用保険金」（注3）
をお支払いします

「争訟費用保険金」（注2）「訴訟対応費用保険金」（注3）
をお支払いします

（注4）

弁護士費用や訴訟費用等、被保険者
に対する損害賠償請求等に関する争
訟（訴訟、調停、和解または仲裁等を
いいます。）によって生じた費用であ
ること。

（注2）（注2）

（注1）（注1） （初期対応費用の「見舞金」は、被害者1名につき3万円が限度です。）（初期対応費用の「見舞金」は、被害者1名につき3万円が限度です。）

争訟費用保険金について争訟費用保険金について

初期対応費用保険金について初期対応費用保険金について

第三者から被保険者に対して裁判所に提
起された損害賠償金の支払いを求める訴
訟等に対応するために支出した意見書ま
たは鑑定書の作成費用や事故再現の実験
費用等必要かつ有益な費用であること。

（注3）（注3）訴訟対応費用保険金について訴訟対応費用保険金について

引受保険会社の事前の同意が必要と
なります。

引受保険会社の事前の同意が必要と
なります

「いじめ、体罰、しごき」を原因とする
場合、「損害賠償保険金」はお支払い
できません。

（注4）（注4）損害賠償保険金について損害賠償保険金について

その他「保険金をお支払いできない
主な場合」（　ページご参照）に該当
する場合は、「損害賠償保険金」を
お支払いできません。

※園児、児童、生徒および学生等は次のとおりです。
　●加入者の学校に所属する園児、児童、生徒および学生等　●教育委員会または学校が認めた共同練習、練習試合、対抗試合に参加中の他校の園児、児童、生徒および学生等

【初期対応費用（お支払いする保険金の種類と限度額は　ページをご参照ください）のお支払いには以下の条件があります。】

等

下記の内容は、教職員特約の規定により補償されます。



お支払いする保険金の内容 （保険金一覧）

ご加入金額と保険料（保険期間１年間）

●免責金額：0円　　●年払の方が月払より約 10％割安になっています。
●保険期間の中途で加入する場合は、当年度の残期間保険料を一括で払込みいただきます。詳しくは取扱代理店までお問合わせください。
●記載の保険料は、被保険者（補償の対象となる方）が 1,000 名以上 3,000 名未満（団体割引 15％適用）を適用しています。
●ご契約開始の際、被保険者数が 1,000 名未満または 3,000 名以上になった場合は、保険料を変更させていただきます。
＊1：それぞれ 1 被保険者ごとの支払限度額です。これらの支払限度額は、一連の損害賠償請求および保険期間中の限度額です。また、こ

れらの支払限度額は、民事訴訟および住民訴訟を各々合算した金額となります。
＊2：初期対応費用の「見舞金」は、被害者 1人につき 3万円が限度です。

契 約 タ イ プ

法律上の損害賠償金・返還金

争 訟 費 用

初期対応費用 ＊2

訴訟対応費用

年払保険料（一時払）①

月払保険料②

プ ラ ン A

5,000万円

500万円

500万円

500万円

660円

7,170円

プ ラ ン B

3,000万円

300万円

500万円

500万円

560円

6,150円

プ ラ ン C

500万円

500万円

500万円

500万円

360円

3,880円
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（1） 損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づく損害賠償金。（不当利得返還請求がなされ
た場合の法律上返還すべき金額を含みます。）（注1）
（注1） 被保険者が負担すべき損害賠償の額は、適用される法律の規定、被

害者に生じた損害額および過失割合等によって決まります。　従っ
て、被保険者が法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず
被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いできま
せんので、ご注意ください。

（2）争訟費用
弁護士費用や訴訟費用等、被保険者に対する損害賠償請求に関する
争訟（訴訟、調停、和解および仲裁等をいいます）によって生じた費用
で、訴訟参加するための費用を含みます。（注2）
（注2） （2）については引受保険会社が認める妥当な費用に限ります。
　    また、被保険者が弁護士に支払うべき報酬を、地方公共団体が

負担する場合には、地方公共団体が負担する部分については
対象外となります。

（3）訴訟対応費用
第三者から被保険者に対して裁判所に提起された損害賠償金の支
払いを求める訴訟等について被保険者が引受保険会社の同意を得
て支出した費用

（4）初期対応費用
次のいずれかに該当する費用。

● 住民訴訟（第一段階）
（原告：住民、被告：自治体）
ア．訴訟告知を受けた被保険者が住民訴
訟に訴訟参加した場合

イ．住民訴訟において住民側が勝訴したとき
に、その判決に基づき自治体から被保険者
個人に対して請求または命令された場合

● 住民訴訟（第二段階）
（原告：自治体、被告：ご加入者）
被保険者が上記イ．の損害賠償金を支払
わない場合に、自治体からその支払いを求
めて訴訟提起された場合、および、この訴
訟において被保険者が敗訴した場合

● 職務に密接に関連した行為（不作為を含
みます。）について提起された被保険者個
人に対する損害賠償請求等の場合

保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金の種類と限度額

【住民訴訟関連】

【民事訴訟関連】

①事故現場の保存費用
②事故現場の写真撮影費用
③事故状況調査・記録費用
④事故原因調査費用（応急的に事故原因を調査する場合に限ります。）
⑤事故現場の後片付け・清掃費用
⑥被保険者が事故現場に赴くために要した交通費または宿泊費
⑦通信費
⑧事故が第三者の身体の障害である場合、その身体の障害について
被保険者が慣習として支払う見舞金（香典を含みます。）または見舞品
の購入費用
※身体の障害を被った被害者1名につき3万円が限度となります。
⑨その他上記に準ずる費用（ただし、身体の障害以外の事故について、
被保険者が支払う見舞金または見舞品の購入費用は含みません。）
　（教職員特約）
（注） 上記①から⑨は事前に引受保険会社の承認が必要となります。

●職務に密接に関連した行為（不作為を含
みます。）に起因して保険期間中に民事訴
訟等による損害賠償請求等がなされたこ
とにより、被保険者が緊急的に対応した
費用のうち、損害の発生もしくは拡大の
防止または事故による損害賠償責任に関
する争訟の解決について必要かつ有益
な費用を事前に引受保険会社の同意を
得て支払うことによって被る損害に対し
て、保険金を支払います。

（注）いじめ、体罰、しごきによって生じた事
故について被保険者が支出した費用に
対しては、初期対応費用保険金を支払
いません。

団体割引15％
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加入申込票の記載事項に、お間違いがないか充分にご確認ください。記載事項が事実と異なる場合には、保険金をお支払いできないこと
があります。

（2024年11月承認）A24-1026594

公務員賠償責任保険には、被保険者に代わって事故の相手（被害者）と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に
関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は必ず引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。
あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を
保険金から差し引いてお支払いする場合があります。

事故が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって引受保険会社
が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
また、初期対応費用の見舞金等を支払う可能性のある事故が発生した場合につきましても、同様にご連絡ください。
この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。

＊この保険は、「公務員賠償責任保険普通保険約款」「公務員賠償責任保険追加特約」「職務関連行為に起因して提起される民事訴訟補償特約」
「教職員特約」「損害賠償請求期間延長特約」「職員間民事訴訟補償特約」および各々の「特約」で構成されています。
＊公務員賠償責任保険普通保険約款および各々の特約集、保険証券は、保険契約者（一般財団法人　兵庫県学校厚生会）に交付されます。
＊このパンフレットは公務員賠償責任保険の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項のご説明　契約概要のご説明・
注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、取扱代理店または引受
保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込ください。
【個人情報の取扱いについて】
　本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および
引受保険会社グループ会社（海外にあるものを含む）が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の
利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係
先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。
　ただし、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則（第 53 条の 10）により、利用目的が限定
されています。
　詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険（株）のホームページ（https://www.aioinissaydowa.co.jp/）をご覧ください。

引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下である法人をいいます。）またはマン
ション管理組合（以下、「個人等」といいます。）である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合
の保険金、解約返れい金等は80％まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻後3か月以内に発生した保険事故に係る
保険金は100％補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ、保険料を負担し
ている場合は、その被保険者に係わる部分については、上記補償の対象となります。

①被保険者の犯罪行為（刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただ
し、過失犯は除きます）　　②法令に違反することを被保険者が認識しながら（認識していたと判断できる合理的な理由がある場合
を含みます）行った行為　　③初年度契約の保険期間の開始日より前に、記名法人に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟
の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求等　　④この保険契約の保険期間の開始日におい
て、被保険者に対する損害賠償請求等がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合（知っていたと判断できる合理的な
理由がある場合を含みます）　　⑤この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求等の中
で申し立てられていた行為　　⑥直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水、高潮または地震もしくは噴火による津波に
起因する損害賠償請求等　　⑦自動車、原動機付自転車、航空機もしくは船舶・車両（原動力が専ら人力である場合を除きます）の所
有、使用または管理に起因する損害賠償請求等　　⑧日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求等　　⑨いじめ、体罰、しごきに
起因する損害賠償請求等（ただし、争訟費用については保険金をお支払いします）　　⑩直接であると間接であるとを問わず、サイ
バー攻撃により生じた事象に起因する損害　　など

保険金をお支払いできない主な場合

保険募集団体　　一般財団法人　兵庫県学校厚生会

一般財団法人　兵庫県学校厚生会
神戸市中央区北長狭通4ー7ー34〒650ー0012　
TEL：078ー331ー9317

取扱代理店 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
神戸支店　企業営業課

神戸市中央区明石町19〒650ー0037　

引受保険会社

重要な事がらを説明しています。ご加入の際には必ずお読みください。

他の保険契約等（異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます）により、既に被保険者について同種の補償が
ある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金
が支払われない場合があります。
補償内容の差異や保険金額（支払限度額）等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください※。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなる
ことがありますのでご注意ください。

６ 複数のご契約があるお客さまへ（補償が重複する可能性のある特約のご注意）

〈お問合わせ先〉お気軽にお問合わせください

ご加入にあたって



保
険
会
社
等
の
連
絡・
相
談・
苦
情
窓
口

当
社
へ
の
ご
相
談・
苦
情
が
あ
る
場
合
は

事
故
が
発
生
し
た
場
合
は

遅
滞
な
く
ご
契
約
の
代
理
店・
扱
者
ま
た
は
下
記
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

下
記
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
保

カ
ス
タ
マ
ー
セ
ン
タ
ー

あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
保

あ
ん
し
ん
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

01
20
-7
21
-1
01

（
無
料
）

01
20
-9
85
-0
24

（
無
料
）

●
受
付
時
間
 平
日
9:
00
～
17
:0
0

●
土
日
・
祝
日
お
よ
び
年
末
年
始
は
休
業
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
受
付
時
間
 2
4時
間
36
5日

●
お
か
け
間
違
い
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
IP
電
話
か
ら
は
02
76
-9
0-
88
52（
有
料
）に
お
か
け
く
だ
さ
い
。

指
定
紛
争
解
決
機
関

当
社
は
、保
険
業
法
に
基
づ
く
金
融
庁
長
官
の
指
定
を
受
け
た
指
定
紛
争
解
決
機
関
で
あ
る
一
般
社
団
法
人
日
本
損
害

保
険
協
会
と
手
続
実
施
基
本
契
約
を
締
結
し
て
い
ま
す
。当
社
と
の
間
で
問
題
を
解
決
で
き
な
い
場
合
に
は
、一
般
社

団
法
人
 日
本
損
害
保
険
協
会
に
ご
相
談
い
た
だ
く
か
、解
決
の
申
し
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
般
社
団
法
人
 日
本
損
害
保
険
協
会
そ
ん
ぽ
A
D
Rセ
ン
タ
ー

●
受
付
時
間［
平
日
9:
15
～
17
:0
0（
土
日・
祝
日
お
よ
び
年
末
年
始
を
除
き
ま
す
）］

●
携
帯
電
話
か
ら
も
利
用
で
き
ま
す
。I
P電
話
か
ら
は
03
-4
33
2-
52
41
に
お
か
け
く
だ
さ
い
。

●
お
か
け
間
違
い
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
詳
細
は
、一
般
社
団
法
人
日
本
損
害
保
険
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
ht
tp
://
w
w
w
.so
np
o.
or
.jp
/e
ffo
rts
/a
dr
/）

05
70
-0
22
-8
08

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル（
全
国
共
通・
通
話
料
有
料
）

注
意
喚
起
情
報

当
社
と
の
間
で
問
題
を
解
決
で
き
な
い
場
合

こ
の
書
面
に
お
け
る
主
な
用
語
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

【
契
約
概
要
の
ご
説
明
・
注
意
喚
起
情
報
の
ご
説
明
】

■
こ
の
書
面
は
、公
務
員
賠
償
責
任
保
険
に
関
す
る
重
要
な
事
項
を
説
明
し
て
い
ま
す
。ご
契
約
前
に
必
ず
お
読
み
に
な

り
、保
険
申
込
書
の
質
問
事
項
に
ご
回
答
の
う
え
、記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
、お
申
込
み
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■
お
申
込
み
い
た
だ
く
際
に
は
、保
険
申
込
書
等
に
記
載
の
内
容
が
お
客
さ
ま
の
ご
意
向
に
沿
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

■
こ
の
書
面
は
、契
約
に
関
す
る
す
べ
て
の
内
容
を
記
載
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。詳
細
に
つ
い
て
は
、普
通
保

険
約
款
お
よ
び
特
約（
以
下「
普
通
保
険
約
款
・
特
約
」と
い
い
ま
す
）に
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。ご

不
明
な
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
被
保
険
者
の
方
に
も
こ
の
書
面
の
内
容
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

1

保
険
商
品
の
内
容
を

ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
の
事
項

ご
契
約
に
際
し
て
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
不

利
益
に
な
る
事
項
等
、
特
に
ご
注
意
い
た
だ

き
た
い
事
項

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要重
要
事
項
の
ご
説
明

6Y
1V
-2（
19
07
01
）（
20
19
年
4
月
承
認
）G
N
19
C
01
00
45
（
V
02
-8
65
）

Ⅰ.
契
約
締
結
前
に
お
け
る
ご
確
認
事
項

商
品
の
仕
組
み
お
よ
び
引
受
条
件
等

（
1）
商
品
の
仕
組
み

契
約
概
要

被
保
険
者

補
償
の
対
象
と
な
る
方
を
い
い
ま
す
。

保
険
期
間

支
払
限
度
額

免
責
金
額

保
険
の
ご
契
約
期
間
を
い
い
ま
す
。

保
険
金
と
し
て
お
支
払
い
す
る
１
事
故
ご
と
の
損
害
の
額
か
ら
差
し
引
く
額
で
、お
客
さ
ま
の
自

己
負
担
と
な
る
金
額
を
い
い
ま
す
。

被
保
険
者
が
損
害
を
被
る
場
合
に
、当
社
が
お
支
払
い
す
る
保
険
金
の
上
限
額
を
い
い
、保
険
証

券
に
記
載
さ
れ
た
金
額
を
い
い
ま
す
。

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

（
2）
補
償
内
容

①
被
保
険
者

記
名
法
人（
保
険
証
券
の
記
名
法
人
欄
に
記
載
さ
れ
た
国
ま
た
は
公
共
団
体
を
い
い
ま
す
）に
任
用
ま
た

は
選
任
さ
れ
た
公
務
員
の
う
ち
、約
款
所
定
の
要
件
に
該
当
す
る
保
険
申
込
書
の
被
保
険
者
欄
に
記
載

さ
れ
た
方
を
い
い
ま
す
。詳
細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

②
保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
主
な
場
合

被
保
険
者
が
公
務
員
と
し
て
の
職
務
に
つ
き
行
っ
た
行
為（
不
作
為
を
含
み
ま
す
）に
起
因
し
て
、保
険

期
間
中
に
被
保
険
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、被
保
険
者
が
被
る
損
害（
法
律

上
負
担
す
べ
き
損
害
賠
償
金
・
返
還
金
お
よ
び
争
訟
費
用
）に
対
し
て
保
険
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。保

険
金
を
お
支
払
い
す
る
条
件
は
適
用
さ
れ
る
普
通
保
険
約
款
・
特
約
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
、詳
細

は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

③
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
主
な
場
合

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
故
、損
害
等
に
対
し
て
は
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん
。な
お
、主

な
も
の
を
記
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、詳
細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

公
務
員
賠
償
責
任
保
険

普
通
保
険
約
款

公
務
員
賠
償
責
任
保
険

追
加
特
約

（
自
動
セ
ット
）

公
務
員
賠
償

責
任
保
険

各
種
特
約

セッ
トで
き
る
主
な
特
約
に
つ
い
て
は「
（３
）セ
ッ

トで
き
る
主
な
特
約
」を
ご
参
照
くだ
さ
い
。

令
和
元
年
10
月

5



6

④
お
支
払
い
す
る
保
険
金
　

お
支
払
い
す
る
保
険
金
は
次
の
と
お
り
で
す
。た
だ
し
、適
用
さ
れ
る
普
通
保
険
約
款
・
特
約
に
よ
り
そ
の

他
の
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳
細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

【
お
支
払
い
の
対
象
と
な
る
損
害
の
範
囲
】

【
お
支
払
い
す
る
保
険
金
の
額
】

特
約
に
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、一
連
の
損
害
賠
償
請
求
に
つ
き
保
険
証
券
記
載
の
免
責
金
額

を
超
過
す
る
場
合
に
限
り
、そ
の
超
過
額
に
保
険
証
券
記
載
の
縮
小
支
払
割
合
を
乗
じ
た
額
を
、保
険
金

と
し
て
お
支
払
い
し
ま
す
。た
だ
し
、保
険
証
券
記
載
の
支
払
限
度
額
を
限
度
と
し
ま
す
。

契
約
概
要

セ
ット
で
き
る
主
な
特
約
と
そ
の
概
要
を
記
載
し
て
い
ま
す
。詳
細
お
よ
び
記
載
の
な
い
特
約
に
つ
い
て

は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
１
）被
保
険
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
損
害
賠
償
請
求
等
に
起
因
す
る
損
害
。な
お
、次

の
い
ず
れ
か
の
中
で
記
載
さ
れ
て
い
る
事
由
ま
た
は
行
為
が
、実
際
に
生
じ
た
ま
た
は
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
、そ
の
適
用
の
判
断
は
、被
保
険
者
ご
と
に
個
別
に
行
わ
れ
る
も
の
と
し
ま

す
。
①
被
保
険
者
が
私
的
な
利
益
ま
た
は
便
宜
の
供
与
を
違
法
に
得
た
こ
と
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
請
求
等

②
被
保
険
者
の
犯
罪
行
為（
刑
を
科
せ
ら
れ
る
べ
き
違
法
な
行
為
を
い
い
、時
効
の
完
成
等
に
よ
っ
て
刑
を
科

せ
ら
れ
な
か
っ
た
行
為
を
含
み
ま
す
。た
だ
し
、過
失
犯
は
除
き
ま
す
）に
起
因
す
る
損
害
賠
償
請
求
等

③
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
を
被
保
険
者
が
認
識
し
な
が
ら（
認
識
し
て
い
た
と
判
断
で
き
る
合
理
的
な
理
由
が

あ
る
場
合
を
含
み
ま
す
）行
っ
た
行
為
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
請
求
等

④
被
保
険
者
に
給
料
、俸
給
、各
種
手
当
、報
酬
等
の
給
与
そ
の
他
給
付
が
違
法
に
支
払
わ
れ
た
こ
と
に
起
因
す

る
損
害
賠
償
請
求
等

⑤
被
保
険
者
が
、公
表
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
違
法
に
利
用
し
て
、株
式
、公
社
債
等
の
売
買
等
を
行
っ
た
こ
と

に
起
因
す
る
損
害
賠
償
請
求
等

⑥
他
人
に
対
す
る
違
法
な
利
益
の
供
与
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
請
求
等

⑦
被
保
険
者
が
公
務
員
と
し
て
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
に
あ
た
り
、ま
た
は
自
己
の
職
務
上
の
地
位
を
利
用
し

て
行
っ
た
窃
盗
、強
盗
、詐
欺
、横
領
ま
た
は
背
任
行
為
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
請
求
等

⑧
公
務
員（
法
令
の
規
定
に
よ
り
公
務
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
み
ま
す
）に
対
す
る
違
法
な
公
金
の
支
出
に

起
因
す
る
損
害
賠
償
請
求
等

⑨
供
応
接
待（
懇
親
会
、歓
談
会
そ
の
他
名
目
を
問
い
ま
せ
ん
）、
娯
楽
ま
た
は
遊
興
飲
食
に
対
す
る
違
法
な
公

金
の
支
出
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
請
求
等
　
　
　
　
　

（
２
）被
保
険
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
損
害
賠
償
請
求
等
に
起
因
す
る
損
害
。な
お
、次

の
い
ず
れ
か
の
中
で
記
載
さ
れ
て
い
る
事
由
ま
た
は
行
為
が
実
際
に
生
じ
た
ま
た
は
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
限
ら
ず
、そ
れ
ら
の
事
由
ま
た
は
行
為
が
あ
っ
た
と
の
申
し
立
て
に
基
づ
い
て
被
保
険
者
に
対
し
て

損
害
賠
償
請
求
等
が
な
さ
れ
た
場
合
に
も
、こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

①
初
年
度
契
約
の
保
険
期
間
の
開
始
日
よ
り
前
に
、記
名
法
人
に
対
し
て
提
起
さ
れ
て
い
た
訴
訟
お
よ
び
こ
れ

ら
の
訴
訟
の
中
で
申
し
立
て
ら
れ
た
事
実
と
同
一
ま
た
は
関
連
す
る
事
実
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
請
求
等

②
こ
の
保
険
契
約
の
保
険
期
間
の
開
始
日
に
お
い
て
、被
保
険
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
等
が
な
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
状
況
を
被
保
険
者
が
知
っ
て
い
た
場
合（
知
っ
て
い
た
と
判
断
で
き
る
合
理
的
な
理
由
が
あ
る

場
合
を
含
み
ま
す
）に
、そ
の
状
況
の
原
因
と
な
る
行
為
に
起
因
す
る
一
連
の
損
害
賠
償
請
求
等

③
こ
の
保
険
契
約
の
保
険
期
間
の
開
始
日
よ
り
前
に
被
保
険
者
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
た
損
害
賠
償
請
求
等

の
中
で
申
し
立
て
ら
れ
て
い
た
行
為
に
起
因
す
る
一
連
の
損
害
賠
償
請
求
等

④
直
接
で
あ
る
と
間
接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
請
求

等 ア
．汚
染
物
質
の
排
出
、流
出
、溢
出
、漏
出
ま
た
は
そ
れ
ら
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
状
態

イ
．汚
染
物
質
の
検
査
、監
視
、清
掃
、除
去
、漏
出
等
の
防
止
、処
理
、無
毒
化
ま
た
は
中
和
化
の
指
示
ま
た
は

要
請

⑤
直
接
で
あ
る
と
間
接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、核
物
質
の
危
険
性
ま
た
は
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
放
射
能
汚
染
に
起

因
す
る
損
害
賠
償
請
求
等

⑥
直
接
で
あ
る
と
間
接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、戦
争
、外
国
の
武
力
行
使
、革
命
、政
権
奪
取
、内
乱
、武
装
反
乱

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
の
事
変
、暴
動
、労
働
争
議
ま
た
は
騒
擾
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
請
求
等

⑦
直
接
で
あ
る
と
間
接
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、地
震
、噴
火
、洪
水
、高
潮
ま
た
は
地
震
も
し
く
は
噴
火
に
よ
る

津
波
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
請
求
等
　
　
　
　
　

2

（
3）
セ
ッ
ト
で
き
る
主
な
特
約
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い
っ

じ
ょ
う

保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
主
な
場
合

法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
に
基
づ
く
賠
償
金
。た
だ
し
、税
金
、罰
金
、科
料
、過
料
、

課
徴
金
、懲
罰
的
損
害
賠
償
金
、倍
額
賠
償
金（
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
含
み
ま

す
）の
加
重
さ
れ
た
部
分
お
よ
び
被
保
険
者
と
他
人
と
の
間
に
損
害
賠
償
に
関
す
る

特
別
の
約
定
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
約
定
に
よ
っ
て
加
重
さ
れ
た
損
害
賠
償

金
を
含
み
ま
せ
ん
。

ア
. 法
律
上
の
損
害
賠
償
金

イ
. 法
律
上
の
返
還
金

不
当
利
得
返
還
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
の
、法
律
上
返
還
す
べ
き
金
額

ウ
. 争
訟
費
用

被
保
険
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
関
す
る
争
訟（
訴
訟
、調
停
、和
解
ま
た
は
仲

裁
等
を
い
い
ま
す
）に
よ
っ
て
生
じ
た
費
用（
被
保
険
者
ま
た
は
記
名
被
保
険
者
の

職
員
の
報
酬
、賞
与
ま
た
は
給
与
等
を
除
き
ま
す
）で
、被
保
険
者
が
当
社
の
同
意
を

得
て
支
出
し
た
も
の
を
い
い
ま
す
。

※
複
数
あ
る
ご
契
約
の
う
ち
、こ
れ
ら
の
補
償
が
１
つ
の
ご
契
約
の
み
に
セ
ット
さ
れ
て
い
る
場
合
、そ
の
ご
契
約
を
解
約
し

た
と
き
等
は
、補
償
が
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

特
約
の
概
要

特
約
の
名
称

業
務
に
密
接
に
関
連
し
た
行
為（
不
作
為
を
含
み
ま
す
）に
起
因
し
て
提
起
さ
れ
る

民
事
訴
訟（
被
告
に
公
共
団
体
が
含
ま
れ
な
い
民
事
訴
訟
に
限
り
ま
す
）に
よ
り
損

害
賠
償
請
求
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、被
保
険
者
が
被
る
損
害
を
補
償
し
ま
す
。

他
の
保
険
契
約
等（
異
な
る
保
険
種
類
の
特
約
や
当
社
以
外
の
保
険
契
約
ま
た
は
共
済
契
約
を
含
み
ま

す
）に
よ
り
、既
に
被
保
険
者
に
つ
い
て
同
種
の
補
償
が
あ
る
場
合
、補
償
が
重
複
し
、保
険
料
が
無
駄
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

補
償
が
重
複
す
る
と
、特
約
の
対
象
と
な
る
事
故
に
つ
い
て
、ど
ち
ら
の
保
険
契
約
か
ら
で
も
補
償
さ
れ

ま
す
が
、い
ず
れ
か
一
方
の
保
険
契
約
か
ら
は
保
険
金
が
支
払
わ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

補
償
内
容
の
差
異
や
保
険
金
額（
支
払
限
度
額
）等
を
確
認
し
、特
約
の
要
否
を
判
断
の
う
え
、ご
契
約

く
だ
さ
い
。

注
意
喚
起
情
報

職
務
関
連
行
為
に
起
因
し

て
提
起
さ
れ
る
民
事
訴
訟

補
償
特
約

（
4）
複
数
の
ご
契
約
が
あ
る
お
客
さ
ま
へ（
補
償
が
重
複
す
る
可
能
性
の
あ
る
特
約
の
ご
注
意
）



保
険
料
の
決
定
の
仕
組
み
と
払
込
方
法
等

①
保
険
料
の
払
込
方
法
は
、ご
契
約
と
同
時
に
そ
の
全
額
を
払
い
込
む
一
時
払
と
、複
数
回
に
分
け
て
払

い
込
む
分
割
払
が
あ
り
ま
す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
ご
契
約
と
同
時
に
現
金
で
払
い
込
ん
で
い
た
だ
く
場
合
、始
期
日
以
降
で
あ
っ
て
も
、代
理
店・
扱
者
ま

た
は
当
社
が
保
険
料
を
領
収
す
る
前
に
発
生
し
た
事
故
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、保
険
金
を
お
支
払

い
で
き
ま
せ
ん
。

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

（
2）
保
険
料
の
払
込
方
法

（
1）
保
険
料
の
決
定
の
仕
組
み

契
約
概
要

保
険
料
(注
) は
、支
払
限
度
額
、保
険
期
間
等
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は

当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。お
客
さ
ま
が
実
際
に
ご
契
約
い
た
だ
く
保
険
料
に
つ
き
ま
し
て
は
、

保
険
申
込
書
の「
保
険
料
」欄
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
注
）保
険
契
約
者
が
保
険
契
約
に
基
づ
い
て
当
社
に
払
い
込
む
べ
き
金
銭
を
い
い
ま
す
。

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

（
6）
保
険
期
間
、補
償
の
開
始・
終
了
時
期

①
保
険
期
間

保
険
期
間（
保
険
責
任
の
始
ま
る
日
か
ら
終
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
を
い
い
ま
す
）は
１
年
間
で
す
。お
客

さ
ま
が
実
際
に
ご
契
約
い
た
だ
く
保
険
期
間
に
つ
き
ま
し
て
は
、保
険
申
込
書
の「
保
険
期
間
」欄
に
て

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

②
補
償
の
開
始
時
期

始
期
日
の
午
後
4時
（
保
険
申
込
書
ま
た
は
セ
ット
さ
れ
る
特
約
に
こ
れ
と
異
な
る
時
刻
が
記
載
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
そ
の
時
刻
）に
開
始
し
ま
す
。

③
補
償
の
終
了
時
期

満
期
日
の
午
後
４
時
に
終
了
し
ま
す
。

（
3）
保
険
料
の
払
込
猶
予
期
間
等
の
取
扱
い

保
険
料
は
払
込
期
日
ま
で
に
払
い
込
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。払
込
期
日
ま
で
に
払
込
み
が
な
い
場
合

は
、
払
込
期
日
の
翌
月
末
日 
 ま
で
に
保
険
料
を
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。払
込
期
日
の
翌
月
末
日
ま
で

に
保
険
料
の
払
込
み
が
な
い
場
合
、保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、ご
契
約
を
解
除
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

初
回
保
険
料
の
払
込
前
に
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、原
則
と
し
て
、保
険
金
の
お
支
払
い
に
は
初

回
保
険
料
の
払
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。当
社
に
て
初
回
保
険
料
の
払
込
み
を
確
認
後
、保
険

金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

（
1）
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
は
、次
に
記
載
す
る
通
知
事
項
が
発
生
す
る
場
合
、あ
ら
か
じ
め（
通

知
事
項
の
発
生
が
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
責
任
に
よ
ら
な
い
場
合
は
遅
滞
な
く
）代
理
店
・

扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
連
絡
す
る
義
務（
通
知
義
務
）が
あ
り
ま
す
。ご
連
絡
が
な
い
場
合
は
、保
険
期

間
の
中
途
で
あ
っ
て
も
ご
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
や
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
こ
と
(注
) が
あ
り

ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

Ⅲ
.契
約
締
結
後
に
お
け
る
ご
注
意
事
項

通
知
義
務
等（
契
約
締
結
後
に
ご
連
絡
い
た
だ
く
事
項
）

注
意
喚
起
情
報

（
注
）ご
連
絡
い
た
だ
い
た
結
果
、追
加
保
険
料
が
発
生
し
、か
つ
、通
知
事
項
と
事
故
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
場
合
に

限
り
ま
す
。

満
期
返
れ
い
金
・
契
約
者
配
当
金

こ
の
保
険
に
は
、満
期
返
れ
い
金
・
契
約
者
配
当
金
は
あ
り
ま
せ
ん
。

契
約
概
要

Ⅱ
.契
約
締
結
時
に
お
け
る
ご
注
意
事
項

告
知
義
務（
ご
契
約
時
に
お
申
し
出
い
た
だ
く
事
項
）

注
意
喚
起
情
報

（
1）
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
に
な
る
方
に
は
、保
険
申
込
書（
注
） の
記
載
事
項
に
つ
い
て
、ご
契
約

時
に
事
実
を
正
確
に
お
申
し
出
い
た
だ
く
義
務（
告
知
義
務
）が
あ
り
ま
す
。

　（
注
）ご
契
約
時
に
当
社
に
ご
提
出
し
て
い
た
だ
く
書
類
で
、ご
契
約
に
必
要
な
内
容
を
記
載
し
た
付
属
書
類
を
含
み
ま
す
。

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ（
ご
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
に
つ
い
て
）

こ
の
保
険
は
、ご
契
約
申
込
み
の
撤
回
ま
た
は
解
除（
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
）は
で
き
ま
せ
ん
。ご
契
約
内
容
を

お
確
か
め
の
う
え
、お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

注
意
喚
起
情
報

（
2）
ご
記
入
い
た
だ
い
た
保
険
申
込
書
の
記
載
事
項
の
う
ち
、次
に
記
載
す
る
危
険
に
関
す
る
重
要
な
事

項
に
つ
い
て
、保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
故
意
や
重
大
な
過
失
に
よ
り
、お
申
し
出
い
た
だ
か

な
か
っ
た
場
合
や
、お
申
し
出
い
た
だ
い
た
事
項
が
事
実
と
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、ご
契
約
が
解

除
さ
れ
た
り
、保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す（
②
の
み
に
該
当
し
た
場
合
は
、保
険

金
の
お
支
払
い
へ
の
影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、ご
契
約
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）。
ご
契
約
に

際
し
て
、今
一
度
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

危
険
に
関
す
る
重
要
な
事
項

①
保
険
申
込
書
の
※
印
が
つ
い
て
い
る
項
目（
下
記
②
を
除
く
）に
記
載
さ
れ
た
内
容

②
こ
の
ご
契
約
と
補
償
が
重
複
す
る
他
の
保
険
契
約
ま
た
は
共
済
契
約
の
有
無
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3

（
5）
引
受
条
件（
支
払
限
度
額
、免
責
金
額
等
）

契
約
概
要

お
客
さ
ま
が
実
際
に
ご
契
約
い
た
だ
く
支
払
限
度
額
、免
責
金
額
に
つ
き
ま
し
て
は
、保
険
申
込
書
の

「
支
払
限
度
額
」、「
免
責
金
額
」欄
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お

問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

7



8

通
知
事
項

①
保
険
申
込
書
の
※
印
が
つ
い
て
い
る
項
目
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
変
更
が
生
じ
る
場
合

②
上
記
の
ほ
か
、特
約
に
お
い
て
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
に
通
知
す
べ
き
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
事
実
が
発
生
す

る
場
合

（
2）
そ
の
他
、次
の
よ
う
な
事
項
が
発
生
し
た
場
合
は
、遅
滞
な
く
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

①
事
業
を
廃
止
ま
た
は
譲
渡
し
た
場
合

②
保
険
契
約
者
の
住
所
ま
た
は
連
絡
先
を
変
更
し
た
場
合

③
上
記
の
ほ
か
、特
約
の
追
加
・
削
除
等
、契
約
条
件
を
変
更
す
る
場
合

解
約
と
解
約
返
れ
い
金

注
意
喚
起
情
報

契
約
概
要

無
効
、失
効
、取
消
に
つ
い
て

注
意
喚
起
情
報

下
記
の
事
由
に
該
当
し
た
場
合
に
つ
い
て
、既
に
払
い
込
ん
だ
保
険
料
の
取
扱
い
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

①
保
険
契
約
者
が
保
険
金
を
不
法
に
取
得
す
る
目
的
ま
た
は
第
三
者
に
保
険
金
を
不
法
に
取
得
さ
せ
る
目

的
を
も
っ
て
契
約
を
締
結
し
た
場
合
は
、こ
の
保
険
契
約
は
無
効
と
な
り
ま
す
。既
に
払
い
込
ん
だ
保
険

料
は
返
還
で
き
ま
せ
ん
。

②
こ
の
保
険
契
約
が
失
効
し
た
場
合
、保
険
期
間
の
う
ち
未
経
過
で
あ
っ
た
期
間
の
保
険
料
を
返
還
し
ま

す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

③
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
の
詐
欺
ま
た
は
強
迫
に
よ
っ
て
契
約
を
締
結
し
た
場
合
は
、こ
の
保
険

契
約
は
取
消
し
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。既
に
払
い
込
ん
だ
保
険
料
は
返
還
で
き
ま
せ
ん
。

ご
契
約
を
解
約
す
る
場
合
に
は
、代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。解
約
の
条
件
に

よ
っ
て
は
、当
社
の
定
め
る
規
定
に
よ
り
保
険
料
を
返
還
、ま
た
は
未
払
込
保
険
料
等
を
ご
請
求
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。ま
た
返
還
さ
れ
る
保
険
料
が
あ
っ
て
も
多
く
の
場
合
は
、払
い
込
ん
で
い
た
だ
い
た
保
険
料

の
合
計
額
よ
り
少
な
い
金
額
に
な
り
ま
す
の
で
、ご
契
約
は
継
続
す
る
こ
と
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。詳
細
は
、

代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

取
扱
代
理
店
の
権
限

注
意
喚
起
情
報

そ
の
他
、留
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と

契
約
取
扱
者
が
代
理
店
ま
た
は
社
員
の
場
合
は
、当
社
の
保
険
契
約
の
締
結
権
を
有
し
、保
険
契
約
の
締

結
・
保
険
料
の
領
収
・
保
険
料
領
収
証
の
発
行
・ご
契
約
の
管
理
な
ど
の
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。し
た
が
い

ま
し
て
、代
理
店
ま
た
は
社
員
と
契
約
さ
れ
有
効
に
成
立
し
た
ご
契
約
に
つ
き
ま
し
て
は
、当
社
と
直
接
契

約
さ
れ
た
も
の
と
な
り
ま
す
。

保
険
会
社
破
綻
時
等
の
取
扱
い

注
意
喚
起
情
報

複
数
の
保
険
会
社
に
よ
る
共
同
保
険
契
約
を
締
結
さ
れ
る
場
合
は
、引
受
保
険
会
社
は
分
担
割
合
ま
た
は

保
険
金
額
に
応
じ
、連
帯
す
る
こ
と
な
く
単
独
別
個
に
保
険
契
約
上
の
責
任
を
負
い
ま
す
。引
受
幹
事
保
険

会
社
は
他
の
引
受
保
険
会
社
の
業
務
お
よ
び
事
務
の
代
理
・
代
行
を
行
い
ま
す
。

共
同
保
険

引
受
保
険
会
社
が
経
営
破
綻
に
陥
っ
た
場
合
の
保
険
契
約
者
保
護
の
仕
組
み
と
し
て
、「
損
害
保
険
契
約

者
保
護
機
構
」が
あ
り
、当
社
も
加
入
し
て
い
ま
す
。

こ
の
保
険
は
、保
険
契
約
者
が
個
人
、小
規
模
法
人（
破
綻
時
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
等
の
数
が
20
人

以
下
の
法
人
を
い
い
ま
す
）ま
た
は
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合（
以
下「
個
人
等
」と
い
い
ま
す
）で
あ
る
場
合
に

限
り「
損
害
保
険
契
約
者
保
護
機
構
」の
補
償
対
象
で
あ
り
、経
営
破
綻
し
た
場
合
の
保
険
金
、解
約
返
れ

い
金
等
は
80
％
ま
で
補
償
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、破
綻
前
に
発
生
し
た
事
故
お
よ
び
破
綻
時
か
ら
３
か
月
ま

で
に
発
生
し
た
事
故
に
よ
る
保
険
金
は
10
0％
補
償
さ
れ
ま
す
。ま
た
、保
険
契
約
者
が
個
人
等
以
外
の
保

険
契
約
で
あ
っ
て
も
、被
保
険
者
が
個
人
等
で
あ
り
、か
つ
保
険
料
を
負
担
し
て
い
る
場
合
は
、そ
の
被
保

険
者
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
、上
記
補
償
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

4

保
険
証
券
の
確
認
・
保
管

ご
契
約
い
た
だ
い
た
後
に
お
届
け
す
る
保
険
証
券
は
、内
容
を
ご
確
認
の
う
え
、大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。ま
た
、ご
契
約
手
続
か
ら
１
か
月
を
経
過
し
て
も
保
険
証
券
が
届
か
な
い
場
合
は
、当
社
ま
で
お
問
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。ご
契
約
後
に
当
社
か
ら
確
認
の
連
絡
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

調
査
に
つ
い
て

事
故
の
発
生
の
予
防
措
置
に
つ
い
て
そ
の
状
況
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。こ
の
調
査
の

結
果
、不
備
が
あ
る
場
合
、当
社
は
こ
れ
を
改
善
す
る
こ
と
を
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
に
お
願
い
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

正
当
な
理
由
が
な
く
こ
の
調
査
ま
た
は
改
善
の
お
願
い（
請
求
）を
拒
否
し
た
場
合
は
、ご
契
約
を
解
除
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
理
解
く
だ
さ
い
。詳
細
は
、代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

個
人
情
報
の
取
扱
い

注
意
喚
起
情
報

こ
の
保
険
契
約
に
関
す
る
個
人
情
報
は
、当
社
が
こ
の
保
険
引
受
の
審
査
お
よ
び
履
行
の
た
め
に
利
用
す

る
ほ
か
、当
社
お
よ
び
M
S＆
A
D
イ
ン
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社（
海
外
に
あ
る
も
の

を
含
む
）が
、こ
の
保
険
契
約
以
外
の
商
品
・サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内
・ご
提
供
や
保
険
引
受
の
審
査
お
よ
び

保
険
契
約
の
履
行
の
た
め
に
利
用
し
た
り
、提
携
先
・
委
託
先
等
の
商
品
・サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内
の
た
め
に

利
用
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
当
社
お
よ
び
グ
ル
ー
プ
会
社
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
等
の
例

損
害
保
険
・
生
命
保
険
商
品
、投
資
信
託
・ロ
ー
ン
等
の
金
融
商
品
、

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス

②
提
携
先
等
の
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内
の
例

自
動
車
購
入
・
車
検
の
斡
旋

上
記
の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
は
変
更
や
追
加
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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下
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、ご
契
約
お
よ
び
特
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。こ
の
場
合
に
は
、全
部
ま
た
は
一
部
の
保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
ま
せ
ん（
下
記
②
の
場
合
で
被
保
険

者
が
暴
力
団
関
係
者
、そ
の
他
反
社
会
的
勢
力
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
お
よ
び
損
害
賠
償
金

に
対
す
る
保
険
金
を
除
き
ま
す
）。

重
大
事
由
に
よ
る
解
除

①
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
、保
険
金
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
損
害
ま
た
は

費
用
を
発
生
さ
せ
た
場
合

②
保
険
契
約
者
ま
た
は
被
保
険
者
が
、暴
力
団
関
係
者
そ
の
他
の
反
社
会
的
勢
力
に
該
当
す
る
と

認
め
ら
れ
た
場
合

③
被
保
険
者
が
保
険
金
の
請
求
に
つ
い
て
詐
欺
を
行
っ
た
場
合
  　
　
　
　
　
　
　
   
   
   
  な
ど

被
保
険
者
ま
た
は
保
険
金
を
受
け
取
る
べ
き
方
に
は
、次
表
の
う
ち
当
社
が
求
め
る
書
類
を
ご
提
出
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。な
お
、必
要
に
応
じ
て
次
表
以
外
の
書
類
の
ご
提
出
を
お
願
い
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

こ
の
ご
契
約
と
補
償
が
重
複
す
る
他
の
保
険
契
約
等
が
あ
る
場
合
、発
生
し
た
損
害
に
対
し
て
既
に
支

払
わ
れ
た
保
険
金
の
有
無
に
よ
っ
て
、当
社
が
お
支
払
い
す
る
保
険
金
の
額
が
異
な
り
ま
す
。詳
細
は
普

通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
2）
他
の
保
険
契
約
等
が
あ
る
場
合
の
保
険
金
の
お
支
払
い

（
3）
保
険
金
の
支
払
請
求
時
に
必
要
と
な
る
書
類
等

万
一
、事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
ご
注
意

①
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、遅
滞
な
く
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。ご
連
絡

が
な
い
と
、そ
れ
に
よ
っ
て
当
社
が
被
っ
た
損
害
の
額
を
差
し
引
い
て
保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

②
こ
の
ご
契
約
と
補
償
が
重
複
す
る
他
の
保
険
契
約
等
が
あ
る
場
合
に
は
、事
故
の
ご
連
絡
の
際
に
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

③
こ
の
保
険
に
は
、被
保
険
者
に
代
わ
っ
て
事
故
の
相
手（
被
害
者
）と
示
談
交
渉
を
行
う「
示
談
交
渉
サ
ー

ビ
ス
」は
あ
り
ま
せ
ん
。賠
償
事
故
に
関
わ
る
被
害
者
と
の
示
談
交
渉
・
弁
護
士
へ
の
法
律
相
談
・
損
害

賠
償
請
求
権
の
委
任
等
は
必
ず
事
前
に
当
社
と
ご
相
談
の
う
え
、お
す
す
め
く
だ
さ
い
。あ
ら
か
じ
め
当

社
の
承
認
を
得
な
い
で
、損
害
賠
償
責
任
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
承
認
し
た
場
合
に
は
、損
害
賠
償
責
任

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
額
を
保
険
金
か
ら
差
し
引
い
て
お
支
払
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
1）
事
故
の
発
生

（
２
）
当
社
所
定
の
損
害
（
事
故
）
状
況
報
告
書

（
１
）
当
社
所
定
の
保
険
金
請
求
書
（
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
同
意
を
含
み
ま
す
）

当
社
所
定
の
事
故
内
容
報
告
書
、損
害
ま
た
は
費
用
の
発
生
を
確
認
す
る
書
類
お
よ
び
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
書
類（
注
）

（
注
）損
害
賠
償
が
請
求
さ
れ
た
ま
た
は
損
害
賠
償
の
請
求
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
を
最
初
に
知
っ
た
と
き
の
状
況・
日
時・
場
所
、申
し

立
て
ら
れ
て
い
る
行
為
、損
害
ま
た
は
費
用
発
生
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
の
書
類
を
い
い
ま
す
。

書
類
の
例

当
社
所
定
の
事
故
内
容
報
告
書
、申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
行
為
の
原
因
・
損
害
状
況
に
関
す
る

写
真
・
画
像
デ
ー
タ
・
損
害
明
細
書
、保
険
金
を
お
支
払
い
で
き
な
い
事
由
の
該
当
性
を
確
認

す
る
書
類
 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
  　
　
 な
ど

継
続
契
約
に
つ
い
て

（
1）
著
し
く
保
険
金
請
求
の
頻
度
が
高
い
な
ど
、加
入
者
相
互
間
の
公
平
性
を
逸
脱
す
る
極
端
な
保
険
金

支
払
ま
た
は
そ
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、保
険
期
間
終
了
後
、継
続
加
入
で
き
な
い
こ
と
や
補
償

内
容
を
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

（
2）
当
社
が
、普
通
保
険
約
款
、特
約
、保
険
料
率
等
を
改
定
し
た
場
合
、改
定
日
以
降
を
始
期
日
と
す
る
継

続
契
約
に
は
、そ
の
始
期
日
に
お
け
る
普
通
保
険
約
款
、特
約
、保
険
料
率
等
が
適
用
さ
れ
ま
す
。そ
の

た
め
、継
続
契
約
の
補
償
内
容
や
保
険
料
が
継
続
前
の
保
険
契
約
と
異
な
る
こ
と
、ま
た
は
ご
契
約
を

継
続
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

書
類
の
例

（
４
）
損
害
賠
償
の
額
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
権
者
を
確
認
す
る
書
類

・
診
療
報
酬
明
細
書
、医
療
機
関
等
の
治
療
実
費
の
領
収
書
、治
療
に
か
か
わ
る
交
通
費・
諸
雑

費
の
明
細
書・
領
収
書
、休
業
損
害
証
明
書
、源
泉
徴
収
票
、決
算
書
類
、事
故
前
後
の
売
上

計
画・
実
績
売
買
契
約
書
、購
入
時
の
領
収
書
、保
証
書
、被
害
物
の
写
真・
画
像
デ
ー
タ
、修

理
見
積
書・
請
求
書・
領
収
書・
受
領
書

・
委
任
状
、印
鑑
証
明
書
、資
格
証
明
書
、住
民
票
、戸
籍
謄
本
、登
記
簿
謄
本
、全
部（
個
人
）事

項
証
明
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

①
損
害
額
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
権
者
を
確
認
す
る
書
類

書
類
の
例

（
３
）
保
険
金
請
求
権
を
も
つ
こ
と
の
確
認
資
料

委
任
状
、印
鑑
証
明
書
、資
格
証
明
書
、商
業
登
記
簿
謄
本
、法
人
登
記
簿
謄
本
、戸
籍
謄
本
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 な
ど

当
社
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
詳
細
、商
品・
サ
ー
ビ
ス
内
容
、グ
ル
ー
プ
会
社
の
名
称
、契
約
等
情
報
交
換
制

度
等
に
つ
い
て
は
、当
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ （
ht
tp
s:
//
w
w
w
.a
io
in
is
sa
yd
ow
a.
co
.jp
/)
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は

た
だ
し
、保
健
医
療
等
の
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報（
要
配
慮
個
人
情
報
を
含
む
）の
利
用
目
的
は
、法
令
等
に
従

い
、業
務
の
適
切
な
運
営
の
確
保
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
限
定
し
ま
す
。

ま
た
、こ
の
保
険
契
約
に
関
す
る
個
人
情
報
の
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
で
、業
務
委
託
先（
保

険
代
理
店
を
含
む
）、
保
険
仲
立
人
、医
療
機
関
、保
険
金
の
請
求
・
支
払
い
に
関
す
る
関
係
先
等（
い
ず
れ

も
海
外
に
あ
る
も
の
を
含
む
）に
提
供
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
契
約
等
の
情
報
交
換
に
つ
い
て

当
社
は
、こ
の
保
険
契
約
に
関
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
、保
険
契
約
の
締
結
な
ら
び
に
保
険
金
支
払

い
の
健
全
な
運
営
の
た
め
、一
般
社
団
法
人
 日
本
損
害
保
険
協
会
、損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
、損
害

保
険
会
社
等
の
間
で
、登
録
ま
た
は
交
換
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
再
保
険
に
つ
い
て

当
社
は
、こ
の
保
険
契
約
に
関
す
る
個
人
情
報
を
、再
保
険
契
約
の
締
結
、再
保
険
契
約
に
基
づ
く
通

知
・
報
告
、再
保
険
金
の
請
求
等
の
た
め
に
、再
保
険
引
受
会
社
等（
海
外
に
あ
る
も
の
を
含
む
）に
提
供

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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書
類
の
例

③
共
同
不
法
行
為
の
場
合
の
第
三
者
等
に
対
す
る
権
利
の
移
転
を
確
認
す
る
書
類

6

書
類
の
例

（
５
）
被
保
険
者
が
負
担
し
た
費
用
の
額
を
示
す
書
類

書
類
の
例

示
談
書
、判
決
書
、当
社
所
定
の
念
書
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
権
者
か
ら
の
領
収
書
 　
 　
な
ど

権
利
移
転
証（
兼
）念
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 　
 な
ど

支
出
さ
れ
た
弁
護
士・
訴
訟
対
応
等
の
費
用
が
確
認
で
き
る
書
類・
明
細
書
　
　
　
　
 　
  
な
ど

（
６
）
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
当
社
が
求
め
る
書
類

①
当
社
が
損
害
ま
た
は
事
故
の
調
査
を
行
う
た
め
に
必
要
な
書
類

書
類
の
例

調
査
同
意
書（
当
社
が
事
故
ま
た
は
被
害
の
調
査
を
行
う
た
め
に
必
要
な
同
意
書
） 
　
　
  
な
ど

②
他
か
ら
支
払
わ
れ
る
損
害
賠
償
金
・
保
険
金
・
給
付
金
等
の
額
を
確
認
す
る
書
類

書
類
の
例

示
談
書
、判
決
書
、被
害
者
か
ら
の
領
収
書
、保
険
会
社
か
ら
の
支
払
通
知
書
 　
　
　
　
  
な
ど

③
保
険
金
の
請
求
を
第
三
者
に
委
任
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
書
類

書
類
の
例

委
任
を
証
す
る
書
類
お
よ
び
委
任
を
受
け
た
方
の
印
鑑
証
明
書
、法
人
代
表
者
資
格
証
明
書
 な
ど

損
害
賠
償
請
求
権
者
は
、損
害
賠
償
金
に
か
か
わ
る
被
保
険
者
の
保
険
金
請
求
権
に
つ
い
て
保
険
法
に

基
づ
く
先
取
特
権（
他
の
債
権
者
よ
り
も
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
権
利
）を
有
し
ま
す
。ま
た
、原
則
と

し
て
こ
れ
ら
の
保
険
金
請
求
権
の
譲
渡
・
質
権
設
定
・
差
押
え
は
で
き
ま
せ
ん
。

（
7）
先
取
特
権

当
社
は
お
客
さ
ま
よ
り
保
険
金
請
求
書
類
を
ご
提
出
し
て
い
た
だ
い
て
か
ら
そ
の
日
を
含
め
て
30
日
以

内
に
、保
険
金
を
お
支
払
い
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
項
目
の
確
認
を
終
え
て
、保
険
金
を
お
支
払
い
し

ま
す
。た
だ
し
、特
別
な
照
会
ま
た
は
調
査
が
必
要
な
場
合
に
は
、当
社
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
に
定
め

る
期
日
ま
で
に
保
険
金
を
お
支
払
い
し
ま
す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

（
4）
保
険
金
の
お
支
払
時
期

意
思
判
断
能
力
を
著
し
く
失
っ
た
場
合
等
、被
保
険
者
に
保
険
金
を
請
求
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
場
合

に
は
、被
保
険
者
の
親
族
が
代
理
人
と
し
て
被
保
険
者
に
代
わ
っ
て
保
険
金
を
請
求
で
き
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。詳
細
は
代
理
店
・
扱
者
ま
た
は
当
社
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
5）
保
険
金
の
代
理
請
求

保
険
金
の
請
求
権
に
つ
い
て
は
時
効（
３
年
）が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。保
険
金
の
請
求
権
が

発
生
す
る
時
期
等
、詳
細
は
普
通
保
険
約
款
・
特
約
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
6）
保
険
金
請
求
権
の
時
効

②
損
害
賠
償
請
求
権
者
に
対
し
て
負
担
す
る
損
害
賠
償
の
額
お
よ
び
損
害
賠
償
金
の
支
払
い
ま
た
は
保
険
金
の
支

払
い
に
関
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
者
の
承
諾
を
確
認
す
る
書
類
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